
１．地方公務員法の一部改正 【適正な任用等を確保】

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の概要

地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正

な運営を推進するため、地方公務員の臨時・非常勤職員（一般職・特別職・臨時的任用

の３類型）について、特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保し、並びに一般職

の会計年度任用職員の任用等に関する制度の明確化を図るとともに、会計年度任

用職員に対する給付について規定を整備する。

（２） 一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化

法律上、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度が不明確であることから、
一般職の非常勤職員である「会計年度任用職員」に関する規定を設け、 その採
用方法や任期等を明確化する。

【施行期日】 平成32年４月１日

（１） 特別職の任用及び臨時的任用の厳格化

① 通常の事務職員等であっても、「特別職」（臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、

嘱託員等）として任用され、その結果、一般職であれば課される守秘義務などの
服務規律等が課されない者が存在していることから、法律上、特別職の範囲を、
制度が本来想定する「専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者」に
厳格化する。

② 「臨時的任用」は、本来、緊急の場合等に、選考等の能力実証を行わずに
職員を任用する例外的な制度であるが、こうした趣旨に沿わない運用が見られ
ることから、その対象を、国と同様に「常勤職員に欠員を生じた場合」に厳格化
する。

地方の厳しい財政状況が続く中、多様化する行政需要に対応するため、臨時・
非常勤職員が増加（⑰45.6万人→⑳49.8万人→㉔59.9万人→㉘64.5万人）しているが、任用制
度の趣旨に沿わない運用が見られ、適正な任用が確保されていないことから、以
下の改正を行う。

○ 会計年度任用職員について、期末手当の支給が可能となるよう、給付に
関する規定を整備する。

地方の非常勤職員については、国と異なり、労働者性が高い者であっても期末
手当が支給できないため、上記の適正な任用等の確保に伴い、以下の改正を行
う。

２．地方自治法の一部改正 【会計年度任用職員に対する給付を規定】
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